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本日の御議論

⚫ 2022年12月のGX実行会議において、GX実現に向けた基本方針（案）が示され、
「地域間を結ぶ系統については、今後10年間程度で、過去10年間と比べて8倍以上
の規模で整備を加速すべく取り組み、北海道からの海底直流送電については、2030
年度を目指して整備を進める。さらに、系統整備に必要となる資金調達を円滑化する
仕組みの整備を進める。」とされた。

⚫ また、2023年１月には電力広域機関に設置したマスタープラン検討委員会において、
2050年カーボンニュートラルも見据えて将来の選択肢も含めた、系統増強の絵姿を
描く、広域連系系統のマスタープラン（案）が示された。

⚫ 本日は、これら系統整備を巡る議論の動向について御報告するとともに、今後の検討課
題について御議論いただきたい。
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（参考）GX実現に向けた基本方針（案）

中長期的な対策として、再エネ導入拡大に向けて重要となる系統整備及び出力変動への

対応を加速させる。系統整備の具体的対応策として、全国大での系統整備計画（以下「マ

スタープラン」という。）に基づき、費用便益分析を行い、地元理解を得つつ、既存の道

路、鉄道網などのインフラの活用も検討しながら、全国規模での系統整備や海底直流送電

の整備を進める。地域間を結ぶ系統については、今後10年間程度で、過去10年間と比べて8

倍以上の規模で整備を加速すべく取り組み、北海道からの海底直流送電については、2030

年度を目指して整備を進める。さらに、系統整備に必要となる資金調達を円滑化する仕組

みの整備を進める。

出力変動を伴う再生可能エネルギーの導入拡大には、脱炭素化された調整力の確保が必

要となる。特に、定置用蓄電池については、2030 年に向けた導入見通しを策定し、民間企

業の投資を誘発する。定置用蓄電池のコスト低減及び早期ビジネス化に向け、導入支援と

同時に、例えば家庭用蓄電池をはじめとした分散型電源も参入できる市場構築や、蓄電池

を円滑に系統接続できるルール整備を進める。

（出所）第5回 GX実行会議 資料1



4

（参考）GX実現に向けた基本方針（案） （出所）第5回 GX実行会議 資料2



（参考）地域間連系線の増強

⚫ 地域間連系線の直近の整備状況と今後の見通しは以下のとおり。

中部

関西

北海道

東京

北陸 東北

九州

中国

四国

沖縄

関西中国間九州中国間

中国四国間

関西四国間

中部関西間

210万kW → 300万kW
(2027年度中予定)

東京中部間

周波数変換設備60Hz

50Hz

120万kW → 210万kW
(2021年3月運用開始)

550万kW程度
→ 1028万kW

(2027年度中予定)

東北東京間

北海道本州間

90万kW → 120万kW
(2027年度中予定)

60万kW → 90万kW
(2019年3月運用開始)

200万kWを新設
(2030年度

を目指して検討)
+280万kW程度の増強

を今後検討
中地域増強

北陸関西間

中部北陸間

過去10年間で整備してきたもの

現在整備中のもの

計画策定プロセス中のもの
約1,000万kW

120万kW
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論点：広域連系系統のマスタープランを踏まえた今後の課題

⚫ 電力広域機関において、2050年カーボンニュートラルも見据えて将来の選択肢も含
めた、系統増強の絵姿を描く、広域連系系統のマスタープラン（案）が示された。

⚫ 今後、費用便益評価などを踏まえ、まずは足元で行っている地域間連系線の整備・検
討を着実に進めていく。そのうえで、以下の点についても検討が必要。

＜論点１：需要と電源の立地の在り方＞

⚫ 広域連系系統のマスタープラン（案）の分析結果からは、需要や電源の立地を考慮す
ることで、より効率的にネットワークを形成できる可能性があることも示されている。

⚫ 今後、市場主導型の導入の検討を進めることなどにより、系統混雑を回避するように
需要と電源が立地するような取組が重要となるか。

＜論点２：系統整備に要する資金調達・費用回収の在り方＞

⚫ 費用回収については、全国調整スキームを整備してきた。今後、整備計画を具体化す
るにあたり、地内基幹系統を一体的に整備することの必要性や賦課金方式（全国負
担）の適用の範囲に関する議論も踏まえ、その費用負担の在り方についても引き続き
議論が必要となる。

⚫ 加えて、特に大規模な系統整備にあたっては、引き続き、系統整備に必要な資金調達
環境の整備を進める。
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（参考）マスタープランについて

（出典）第21回 広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの在り方等に関する検討委員会 資料1 地域間連系線および地内増強の全体イメージ（ベースシナリオ）より事務局作成

※（ ）は系統増強以外の施策として、電源側の立地の最適化等を行った場合の参考値

中地域増強
約520億円

九州地内増強
約100億円

九州～四国（新設）
約4,800～5,400億円

九州～中国（増強）
＋280万kW
約4,200億円

中国地内増強
約1,000億円

中部地内増強
約30億円

東京地内増強
約6,700億円

北海道地内増強
約1.1兆円

四国地内増強
約1,600億円

東北～東京（増強）
約2,000億円

FC（増強）
+270万kW

約4,000~4,300億円

東北地内増強
約6,500億円

【必要投資額（概算）】
約6.0～7.0兆円

＜マスタープラン策定に向けた長期展望（案）＞

⚫ 再エネ大量導入とレジリエンス強化のため、我が国の電力ネットワークを次世代化して
いく必要がある。そのため、電力広域機関において、2050年カーボンニュートラルも見据
えた、広域連系系統のマスタープランを検討中であり、2022年度中に策定予定。

⚫ 一部系統については既に検討を開始しており、今後、マスタープランで示された将来的な
複数の増強方策も踏まえ、個別の系統整備計画について検討を進める。

北海道～東北～東京

（新設）

+600~800万kW

約2.5～3.4兆円
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（参考）広域系統整備計画の計画策定プロセス
第13回広域連系系統のマスタープラン及び系統利用ルールの
在り方等に関する検討委員会 資料2（2021年10月22日）

※第56回広域系統整備委員会（2021年11月12日）での
プロセスの開始要件等見直しを反映したもの
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（参考）需要や電源の立地最適化

余剰電力
（出力制御）系統増強により大需要地に送電

再エネ電源の大需要地への導入促進

需要の立地誘導

大需要地 再エネ導入見込みの多いエリア大需要地

地域偏在の解消の方策

⚫ 広域連系系統のマスタープラン（案）の分析結果からは、需要や電源の立地を最適
化していくことで再エネ出力制御率が低くなるため、再エネ制御率が同水準となる系統
増強をする場合と比較して、ネットワーク投資を抑制できる可能性があることも示されて
いる。

⚫ 今後、市場主導型の導入の検討を進めることなどにより、系統混雑を回避するように
需要と電源が立地するような取組が重要となるか。



（参考）マスタープランと全国調整スキームについて（費用回収）

⚫ 従来、地域間連系線等を増強する場合の費用は、安定供給上の便益などから、その両
端のエリアにおいて負担をすることが原則であったため、再エネのポテンシャルが多く存在する
エリアほどその増強の負担が大きくなるという構造となっていた。

⚫ このため、地域間連系線等を増強すれば広域で便益が発生することに着目し、将来の電
源ポテンシャルを踏まえたプッシュ型のマスタープランを策定した上で、その増強費用を全
国で支える仕組みを導入。

全国の託送料金

再エネ特措法の
賦課金方式

○社会的便益（効果：３E)

１.価格低下
（安価な電力の広域流通）

２.CO2削減

３.安定供給
（停電率減少）

原則全国負担

各地域負担 各地域の託送料金
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⚫ 数兆円規模の系統整備に必要な資金調達環境の整備等を進めるため、2020年の法改正により、
再エネ賦課金等を系統整備費用に充てられる全国調整スキームを整備した。しかしながら、運転開
始前の資金調達の円滑化や完工遅延リスク対応が課題として残るため、以下の方向で対応予定。

⚫ ①全国調整スキームの適用期間を運転開始より前（着工時点）から適用

※適用の範囲は、事業の規模を考慮しつつ、例えば利息相当分などの将来的なコスト削減の効果が認められる費用を対象。

⚫ ②値差収益を原資に、電力広域機関が事業資金を貸付

※市場分断により生じる値差収益を充てることで、連系線整備を加速して分断解消を進めるため。

⚫ ③これらの対象となる系統は、電気の安定供給の確保の観点等から実施計画の円滑かつ確実な実
施が特に重要と認められるものとして、その実施計画を経済産業大臣が認定

※計画の認定が取消された場合、当該計画の実施事業者は交付金の全部又は一部を返還。

⚫ 加えて、大規模かつ類例の少ないプロジェクトの遅延・増額リスクを低減する仕組みとして、他インフラ
の例も参考に、債務保証等による国の関与の在り方等について、引き続き検討していく。

運転開始前からの資金調達環境の整備

（参考）系統整備に必要な資金調達環境の整備

再エネ賦課金等

託送料金等

交付期間の拡充※

運転開始

従来の交付期間

電力広域機関
による貸付

減価償却期間建設着工

※例えば利息分等を想定
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（出所）第48回 再生可能エネルギー大量導入・
次世代電力ネットワーク小委員会 資料1
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（参考）市場値差の構造

納付※
交付

系統増強費用
として使用

※約417億円（2021年度）

【前日スポット市場で分断が生じた場合の処理例】

例：エリアＡ価格:12円/kWh、エリアＢ価格:8円/kWh

発電
事業者

エリアＡ

エリアＢ

差額となる4円/kWhは
JEPXの値差として納付

小売
事業者

電気の流れ

資金の流れ

JEPX 広域機関
一般送配電
事業者等

市場取引による構造的な値差の発生 広域的な系統整備への活用

12円/kWh支払

8円/kWh受取

⚫ 連系線混雑によって市場分断が起きると、分断されたエリア内で売買を成立させる処理がなされるた
め、分断されたエリア間で構造的に値差が発生する。市場値差の活用は、計画的な連系線の増
強費用に充てることで地域間値差の縮小を目指すことを目的とするため、その活用主体は我が国
全体の送配電網の整備に係る判断を適切に行うことができる広域機関が適切とされた。

⚫ このため、日本卸電力取引所（JEPX）において値差が発生した場合には、毎事業年度、その金
額を広域機関に納付することとし、広域機関が系統増強等の費用について広域系統整備交付金
として交付を行う仕組みとされている。
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総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 持続可能な
電力システム構築小委員会（第6回）（2020年9月9日）
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総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 持続可能な
電力システム構築小委員会（第6回）（2020年9月9日）
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第19回 再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会 第7回 再生
可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会 合同会議資料（2020年8月31日）


